
 

 

 

 

 

      
優秀活動賞 （12分団） 
日立シビックセンター分団・佐野分団・館林分団・ペガサス分団・ 
未来MM分団・厚木分団・川崎分団・相模原分団・鳥取アストロ分団 
広島分団・愛媛松山ジェネシス分団・福岡分団 

 

団員獲得賞 （5分団） 
余市分団・水沢 Z分団・未来MM分団・鳥取アストロ分団・宮崎分団 
おおすみ分団 

 

組織拡大賞  
該当なし 
 

 
教材開発賞 （４分団） 
未来MM分団・川崎分団・香川小惑星分団・福岡分団 
 

 
PR貢献賞 （1分団） 
水沢 Z分団 
 

 
合同活動賞 （4分団） 
白河分団・千葉コスモス分団・こおりやま分団・日立シビックセンター分団 

 
 

特別賞 （２分団）      
さくら分団・各務原分団 

 
 
 
 
 
 

平成 20年度 表彰分団一覧 
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【細則】分団表彰の基準について（平成 20年度分） 
 
１．平成 20年度分団表彰の基準 
（１）優秀活動賞・・・表彰大綱第 5条(1)(2) 
    ①年間 12回以上の活動報告が提出されている。但し、YACと直接関係のない活動

は除く。≪但し書き以降新規≫ 
    ②年間の延べ活動参加者数が 300名以上である。 
    ③年度当初に活動計画が提出されている。≪新規≫ 
    上記①～③をすべて満たしている分団 
（２）団員獲得賞・・・表彰大綱第 5条(3) 
    ①前年度からの団員数が 10名以上増加している。 
（３）組織拡大賞・・・表彰大綱第 5条(3) 
    ①新規分団結成に対し貢献した。 
（４）教材開発賞・・・表彰大綱第 5条(4) 
    ①活動教材集製作に対し、独自の開発教材を提供した。 
（５）PR貢献賞・・・表彰大綱第 5条(5) 

①YAC本部ホームページ内の分団ページに、当該年度の活動が 12回以上報告され
ている。（WEB での報告は平成 20 年 10 月開始のため、平成 20 年度分につい
ては 5回以上とする。） 

    ②独自のホームページを持っており、以下のメンテナンスがされている。 
     ・当該年度の活動が紹介されている。 
     ・掲示板が荒らされていない。 
     ・本部ホームページとのリンクがなされている。 
    ③新聞等のメディアに年 5 回以上記事が掲載されており、記事が本部にも送付さ

れている。≪新規≫ 
    上記①～③をすべて満たしている分団 
（６）合同活動賞・・・表彰大綱第 5条(6) 
    ①他の地区組織または他の青少年団体との合同の活動を 1回以上行っている。 
（７）特別賞 
    ①結成 20 周年で現在も活動を継続している。（一昨年度及び昨年度表彰された、

結成 22周年及び 21周年の分団は除く。） 
     
２．表彰審査会議構成者 
   松本本部長、的川副本部長、飯田専務理事、岩本事務局長 
   本部運営委員会委員長・おとな部会長・こども部会長 
 

 


